
１　経営成績

(1) 経営成績に関する分析

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、堅調な企業業績を背景とした設備投資の増加や雇用情勢の

改善により、上昇基調が続きました。一方、個人消費動向は、年金問題や実質増税等による先行きの不透

明感から横ばいの状況が続いております。

　当社の主力とする調剤業界におきましては、医薬分業率が55%を超え(2006年度)、伸び率は緩やかなも

のの市場は拡大を続けております。一方、医療費の抑制を目的とした医療制度改革が推進されておりま

す。長期投薬の増加やジェネリック医薬品の使用促進、また医療保険の自己負担額の増加等の影響によ

り、薬局調剤医療費の伸び率は鈍化傾向にあり、今後も業界を取り巻く環境を一層厳しいものにすること

が予想されます。

　このような経営環境の中で当社は、コア事業である調剤薬局事業の拡大に努め、平成19年７月に山梨県

にて調剤薬局を経営する会社の全株式を取得しました。これにより当社は子会社５社及び持分法適用関連

会社１社の連結決算会社となりました。医薬品卸事業は、子会社である株式会社メディシン一光が市場拡

大の進むジェネリック医薬品の販売を強化したことにより、業績が堅調に推移しました。また、新規事業

として子会社である株式会社ヘルスケア一光にて有料老人ホーム２施設の運営を開始しました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高7,003百万円(前年同期比18.2%増)、経常利益234百

万円(前年同期比55.8%増)となりました。当期純利益は、110百万円となり前年同期比121百万円の増加と

なりました。

　事業の種類別セグメントの概況は、以下のとおりであります。

　なお、当中間連結会計期間から有料老人ホームの運営を開始しており、新たに事業区分を設けておりま

す。その内容は、32ページ「セグメント情報」に記載のとおりです。

　調剤薬局事業におきましては、Ｍ＆Ａにより全株式を取得した株式会社山梨薬剤センターの1店舗と、

新たに1店舗を出店したことにより、グループ全体の調剤薬局店舗数は68店舗となりました。また、既存

店が順調に推移したことから、売上高は6,539百万円(前年同期比16.8%増)、営業利益451百万円(前年同期

比29.1%増)となりました。

　不動産事業におきましては、医療施設及び商業施設を中心とした賃貸業務を行っております。新たにビ

ジネスホテルの一括賃貸を開始した結果、売上高は99百万円(前年同期比33.1%増)、営業利益62百万円(前

年同期比46.9%増)となりました。

　医薬品卸事業におきましては、医療制度改革の一つとしてジェネリック医薬品の利用促進策が盛り込ま

れたことにより、子会社である株式会社メディシン一光が販路の拡大を推進しております。この結果、売

上高は280百万円(前年同期比11.5%増)、営業利益15百万円(前年同期比3.6%増)となりました。

　介護事業につきましては、今期から有料老人ホーム２施設の運営を開始しましたが、初期投資費用が先

行したことにより、当初計画どおり、売上高84百万円、営業損失24百万円となりました。

 

　通期の見通しにつきましては、中間期の業績が計画を上回る増収増益となったため通期の計画を見直し

た結果、売上高は14,500百万円(平成19年4月18日開示の予想比7.4%増、前期比17.3%増)、経常利益は463

百万円(同開示の予想比14.3%増、前期比17.0%増)、当期純利益216百万円(同開示の予想比18.7増、前期比

366.2%増)に修正いたします。
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(2) 財政状態に関する分析

　

①資産、負債、純資産の状況

　当中間連結会計期間末の資産の部は9,988百万円(前連結会計年度末比19.2%増)となり、負債の部は7,452

百万円(前連結会計年度末比18.6%増)となりました。

　流動資産の残高は3,976百万円となり、前連結会計年度末比760百万円増加いたしました。これは主に、

調剤薬局事業の規模拡大に伴い、現預金の増加と売掛金の増加及び棚卸資産の増加によるものです。

　固定資産の残高は6,012百万円となり、前連結会計年度末比847百万円増加いたしました。これは主に、

Ｍ＆Ａにて全株式を取得した山梨薬剤センターの資産及びのれんによるものであります。

　流動負債の残高は4,158百万円となり、前連結会計年度末比796百万円の増加し、固定負債の残高は3,294

百万円となり、前連結会計年度末比370百万円増加いたしました。負債合計で1,166百万円増加となった主

な要因は、Ｍ＆Ａ資金等を金融機関にて調達したことによる借入金の増加975百万円と、買掛金82百万円

が増加したことによるものです。

　純資産の残高は2,535百万円となり、前連結会計年度末比442百万円増加いたしました。これは主に、第

三者割当増資による新株式発行360百万円と中間純利益によるものです。

　

②キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同現物(以下「資金」という。)は、前中間会計期間末に比

べて237百万円増加し1,356百万円となりました。これは、営業活動によるキヤッシュ・フローが34百万円

減少したこと、Ｍ＆Ａ投資等により投資活動による支出が951百万円あったこと、財務活動によるキャッ

シュ・フローが1,223百万円増加したことによるものです。

　当中間連結会計期間における各キヤッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動の結果使用した資金は34百万円(前年同期比294百万円の増加)となりました。これは主に、税

引前中間純利益234百万円(前年同期比218百万円の増加)と法人税の支払105百万の他に、売上債権の増加

151百万円、仕入債務の減少による支出147百万円等によるものであります。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動により使用した資金は951百万円(前年同期比52百万円の増加)となりました。これは主に、Ｍ

＆Ａ投資による支出592百万円(現金及び同現物292百万円)及び子会社への貸付金支出401百万円のほか、

介護事業等への投資86百万円等によるものであります。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動の結果得られた資金は1,223百万円(前年同期比180百万円の増加)となりました。これは主に長

期借入金の借入れによる収入1,460百万円と、第三者割当での新株式発行による収入357百万円によるもの

であります。
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(参考)　キャッシュ・フロー関連指標の推移

　

　
平成17年８月中間期

(単体)
平成18年８期中間期

(連結)
平成19年８月中間期

(連結)

自己資本比率(％) 29.9 25.7 25.4

時価ベースの自己資本比(％) 47.0 39.6 28.6

債務償還年数(年) 2.9 6.9 ─

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(％)

19.4 8.6 ─

　

　　　自己資本比率：自己資本÷総資産

　　　時下ベースの自己資本比率：株式時価総額÷総資産

　　　債務償還年数：有利子負債÷営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー÷利払い

　

　　※前中間連結会計期間から中間連結財務諸表を作成しておりますので、平成17年８月中間期の各

　　　指標は単体ベースで記載しております。

　　※有利子負債は、中間連結貸借対照表上に計上されている負債のうち、利子を支払っている全て

　　　の債務を対象としております。

　　※営業活動によるキャッシュ・フロー及び利払いは、中間連結キャッシュ・フロー計算書に計上

　　　されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を使用しておりま

　　　す。

　　※債務償還年数の中間期での計算は、営業活動によるキャッシュ・フローを年額に換算するため

　　　２倍しております。

　　※当中間連結会計期間の債務償還年数及びインタレスト・ガバレッジ・レシオについては、営業

　　　活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

　

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、成長性を維持し、安定かつ継続的な利益を確保することにより、株主の皆様に利益還元するこ

とを経営の重要政策と位置づけており、内部留保の充実も勘案し、業績に相応しい配当を実施していくこ

とを基本方針としております。

　当社の剰余金の配当等の決議機関は取締役会となっており、現在、剰余金配当は期末の年1回を基本的

な方針としております。配当性向20%を指標とし、基本方針に基づき柔軟な配当を実施できるよう今後と

も努める所存です。

　内部留保資金につきましては、経営基盤の強化とともに業容拡大に向け有効に活用していきたいと考え

ており、業績の向上を通して株主の皆様への積極的な利益還元を図ってまいります。
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(4) 事業等のリスク

当社グループの経営成績及び財政状態等に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は、次のようなものが

あります。

　

① 法的規制

当社グループの主要な事業である調剤薬局の運営には、薬事法や健康保険法等による法的規制があ

り、遵守事項が厳格に定められております。主なものは「薬局開設許可」「保険薬局指定」であり、そ

の他都道府県等から許可・指定を受ける必要があります。また、自治体ごとに運用が異なっている場合

があり、個別対応が必要となっております。これらの法令が改正された場合、当社グループの業績等に

影響を及ぼす可能性があります。

　

② 医療保険制度改革

当社グループの調剤薬局事業売上高は、薬剤に係る収入と調剤技術料に係る収入から成り立っており

ます。

　薬剤に係る収入は、健康保険法により定められた薬価基準により公定価格が定められており、また、

調剤技術料に係る収入も同様に調剤報酬点数に定められております。

　わが国では高齢化や経済環境等の変化に対応した医療保険制度改革への取組みが行なわれており、調

剤報酬体系の見直し、薬価基準の見直し、医療提供体制の見直し等が進められております。従いまし

て、薬価基準の改正や調剤報酬点数の引き下げ改定、医療機関での受診抑制等の政策が実施された場

合、当社グループの業績等が影響を受ける可能性があります。

　

③ 売上高の変動要因

調剤薬局事業は、気候の変化により医療機関への受診機会が増減した場合は、処方箋枚数が変動する

ため、業績に影響を受ける可能性があります。

　

④ 薬剤師の確保

調剤薬局の開設及び運営においては、薬事法により各店舗に薬剤師の配置が義務づけられ、処方箋の

応需枚数に応じて必要な薬剤師の人数が定められております。当社グループは店舗数の増加に対応し

た、十分な薬剤師の確保が出来ておりますが、今後薬剤師の確保が十分出来ない場合には、当社の調剤

薬局事業に影響を及ぼす可能性があります。

　

⑤ 調剤業務

当社グループでは調剤過誤の防止のため、薬剤師の調剤技術の向上、監査体制の充実を図っており、

万全の管理システムのもと、細心の注意を払い調剤業務を行っております。さらに、全店舗において

「薬局賠償責任保険」に加入しております。しかしながら、将来において調剤過誤により訴訟を受ける

ようなことがあった場合には、社会的信用を損なうなどの理由により当社の業績に影響を与える可能性

があります。

　

⑥ 出店政策

調剤薬局事業の業容拡大には店舗数の増加が大きく寄与しており、当社グループは今後も積極的に出

店を行う方針であります。しかしながら、出店競争の激化等により同業他社との競合は厳しさを増して

おります。当社グループでは、競合状況や出店後の採算を重視した新規出店政策を立てておりますが、

計画どおりの出店が出来ない場合や新たに開設した店舗の売上高が計画を下回る場合には、業績に影響

を与える可能性があります。

　

⑦ 有利子負債

当社グループは、新規出店資金・Ｍ＆Ａ資金を含めた設備投資資金を、主に金融機関からの借入金に

よって調達しております。従いまして、今後の金利動向や支払利息の増加によっては、当社の業績に影

響を与える可能性があります。
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⑧ 個人情報管理

調剤薬局事業の運営においては、業務上多くの個人情報を保有し、コンピューターで管理しておりま

す。当社では平成17年４月の個人情報保護法の施行にあわせて、個人情報保護に関する当社の基本方針

を明確化した「個人情報保護に関する基本方針」及び個人情報取扱いに関する基本事項を定めた「個人

情報保護基本規程」を制定して、個人情報の保護については、十分注意し漏洩防止に努めております。

予期していない犯罪行為等により個人情報が漏洩した場合、当社の社会的信用は低下し、損害賠償責任

が生じ、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　

⑨ 消費税等の影響

調剤薬局事業における売上高については、消費税法において大部分が非課税売上となっております。

一方で医薬品等の仕入に関しては、消費税法上は課税仕入となっております。そのため仕入に際して支

払った仮払消費税等の大部分が、売上に際して受取った仮受消費税等と相殺しきれない控除対象外消費

税等となっております。控除対象外消費税等については、当期商品仕入高に含めて調剤薬局事業売上原

価に費用計上しております。

　今後、消費税率が改定された場合、控除対象外消費税等が増加し、調剤薬局事業の業績に影響を与え

る可能性があります。

　

⑩ 減損会計への対応について

平成14年８月に企業会計審議会より「固定資産の減損に係る会計基準」が公表され、また平成15年10

月31日に企業会計基準委員会から「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」が公表され、前連結会

計年度から減損会計が適用されました。

　減損会計の適用に伴い、資産の利用状況及び資産から得られるキャッシュ・フローの状況等によって

は、減損損失の計上により当社グループの財政状態と経営成績に影響を与える可能性があります。

　

⑪ 新規事業について

当社グループは介護事業分野への進出を目指して、平成17年10月に全額出資子会社である株式会社ヘ

ルスケア一光を設立し、当連結会計期間から有料老人ホームの運営を開始いたしました。

　有料老人ホームの運営につきましては、今後施設の建設等を行った後、入居者が予定した数に満たな

かった場合、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。
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２　企業集団の状況

当社グループは、当社、子会社５社、関連会社１社及びその他の関係会社１社により構成されており、

医療機関の発行する処方箋に基づき、不特定多数の一般患者に医薬品の調剤を専門に行う調剤薬局の経営

を主たる事業としております。

なお、当中間連結会計期間から新規事業として有料老人ホームの運営を開始しており、新たに事業区分

を設けております。その内容につきましては、32ページ「セグメント情報」に記載のとおりであります。

当社グループの事業の種類別セグメントの事業内容は、次のとおりです。

(調剤薬局事業)

処方箋受付専門の医薬品の販売を行っております。

(不動産事業)

病院施設等の不動産を所有し賃貸業務を行っております。

(医薬品卸事業)

医療機関等への医薬品の販売を行っております。

(介護事業)

介護施設、有料老人ホームの運営を行っております。

　

当社グループにおける事業の系統図は次のとおりであります。

　

　　※１　連結子会社

　　※２　関連会社で持分法適用会社

　　※３　その他の関係会社
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３　経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、「良質の医療・介護サービスをより多くの人に提供する」ことを基本方針とし、医

療・介護に特化したビジネスモデルを展開する中、調剤薬局事業、医薬品卸事業、介護事業、不動産事業

の４つの事業を行っております。

　調剤薬局事業をコア事業と位置づけて規模の拡大を図るとともに、関連事業として、ジェネリック医薬

品販売を目的とした医薬品卸事業、有料老人ホームの運営を目的とした介護事業、医療施設等の不動産事

業（医療モールを含む）を進め、医療・介護のトータルサポートを目指した事業展開を図ってまいりま

す。

　当社グループの主力とする調剤薬局事業におきましては、医療費の抑制を目的とした医療制度改革が推

進されており、今後の動向によっては、業界を取り巻く環境をより一層厳しいものにすることが予想され

ます。

　こうした環境の下、調剤薬局には、単なる利便性に留まらず、安心感、満足感といった付加価値が求め

られています。当社グループでは、「安全性の確保」と「プライバシーの保護」を基本コンセプトに、

「ホスピタリティーの精神」で多様な価値観を持つ患者様一人ひとりから満足いただける薬局づくりを進

めております。

　

(2) 目標とする経営指標

当社は、平成22年2月期において、売上高170億円、経常利益６億円を達成することを中期事業目標とし

ております。当社が展開する各事業のシナジー効果により、医療を取り巻く市場ニーズに応える良質のサ

ービスを提供し、更なる業容の拡大と収益力の強化を図る方針であります。

　

(3) 中長期的な会社の経営戦略

医療業界を取り巻く環境は、高齢化が進む中で、更なる効率的なサービスの提供が求められておりま

す。また、業界は大きな構造変化が予想され、新たな視点でマーケットを開拓していく必要があります。

当社は調剤薬局事業、医薬品卸事業に加え、有料老人ホームの運営、医療モールの開発等を新規事業とし

て推進し、医療・介護の多様なメニューを揃えた総合サービス企業を目指しております。

 

　こうした環境変化への柔軟な対応と、より効率的な経営が求められる中で当社グループの各事業部門の

中長期的な経営戦略は、以下のような方針を基本方針としています。

　

① 調剤薬局事業

当社グループの主力事業であります調剤薬局事業は、医療費の抑制を目的とした医療制度改革が進め

られており、「医療サービスの質的向上」と「経営の効率化」が求められております。当社は収益性を

考慮しつつ、Ｍ＆Ａ案件を含めた事業拡大に積極的に対応し、規模の拡大を図ってまいります。

　また、安全性を最優先するとともに、患者様の視点に立った医療サービスの提供を行うことで、患者

様の満足度の向上を図り、競合に強い薬局づくりを推進いたします。

　

② 医薬品卸事業

医薬品卸事業は、子会社である株式会社メディシン一光がジェネリック医薬品を販売し、三重県下の

医療機関を中心に販路の拡大を図るとともに、岐阜県での新規開拓を進めております。

　医療制度改革の一つとしてジェネリック医薬品の利用促進策が盛り込まれ、潜在的な市場規模が極め

て大きくなる中、一層の販売強化を目指しております。
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③ 介護事業

介護事業は、子会社である株式会社ヘルスケア一光が高齢化社会の進展による社会的ニーズに応える

ため、有料老人ホーム等の開設を進めております。また、介護施設の開発ならびに運営で実績を持つ株

式会社グローバル総合研究所と資本業務提携を締結しております。

　

④ 不動産事業

不動産事業は、医療関連施設を対象物件とした賃貸業務の拡大を図るほか、所有しております不動産

の有効活用を図ってまいります。

　

(4) 会社の対処すべき課題

① 現状の認識について

高齢化社会の進展において、わが国の医療を取り巻く環境が大きく変化する中、医療費の適正化に向

けた制度改革が進められております。当社がコア事業とする調剤薬局業界におきましても、競争の激化

とともに経営環境は厳しさを増しており、今後、業界再編の動きが更に活発化するものと考えられま

す。

　

② 当面の対処すべき課題の内容

当社では良質な医療・介護サービスの提供を目的として、規模の拡大、効率経営による収益力の強

化、中長期を展望した新規事業の推進、組織づくり、ならびに人材育成を対処すべき課題として掲げて

います。

　規模の拡大につきましては、今後の制度改正による影響に十分留意し、Ｍ＆Ａによる拡大も視野に入

れつつ、収益性を重視した調剤薬局の出店を進めてまいります。

　効率経営による収益力の強化につきましては、薬局店舗のＩＴ化推進による効率化を図るとともに、

間接部門の経費比率低下に注力し、安定的な収益を確保できる体制づくりを進めてまいります。

　中長期を展望した新規事業の推進につきましては、子会社である株式会社ヘルスケア一光における収

益性と投資効果を十分に考慮し、介護事業、医療モール事業を進めてまいります。

　組織づくりにつきましては、グループ会社を含めた意思決定の迅速化と権限・責任の明確化に取り組

んでまいります。

　人材育成につきましては、研修制度を充実させ、従業員一人ひとりの資質向上を図ってまいります。

　こうした施策を中心として、今後とも当社は「患者様第一主義」「ホスピタリティ－の精神」をモッ

ト－として、患者様・医療機関双方から信頼される企業グループの形成を目指し、医療・介護に特化し

た事業展開により、持続的・安定的な業容の拡大を図ってまいります。

　

(5) その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。
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